
 

 

さいたま市告示第１１０号 
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として、次の医師

を指定したので告示する。 
令和８年１月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人      
 

１ 指定した医師 
・別紙のとおり 

 
 
 
２ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所福祉局障害福祉部障害福祉課自立支援給付係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

 



 
 
 

（別紙） 
 

指定した医師 
医師の氏名 指定障害区分 診療科目 医療機関等の名称 医療機関等の住所 指定年月日 

村井 則之 心臓機能障害 人工透析 
（医）社団望星会 

望星クリニック 
さいたま市浦和区

前地３－１７－３ 
令和８年１月１日 

村井 則之 じん臓機能障害 人工透析 
（医）社団望星会 

望星クリニック 
さいたま市浦和区

前地３－１７－３ 
令和８年１月１日 

宮内 忠雅 心臓機能障害 
内科・外科・整

形外科 
とろ内科外科クリ

ニック 

さいたま市北区土

呂町１丁目２０－

２ エーデルワイ

ス１Ｆ 

令和７年３月６日 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


